
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年７月２９日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

住宅用換気装置（外気予熱機能付き）

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　屋外の空気を住宅内の居室に強制的に送り込み、屋内の空気を屋外に排出する換
気装置である。
　住宅の１階天井懐内に設置し、外気を外壁の吸気口から複数の居室内に送り込
み、屋内空気は２階天井付近の外壁の排気口から屋外に自然排出される。

○構造、仕様、意匠
　本装置と吸気口及び各居室吹き出し口との間はダクト配管されている。居室吹き
出し口側には温水循環式の熱交換コイルユニットを設け、冬期には各居室に送り込
む外気を加温する。

　定格：１００Ｖ、３３Ｗ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
一般住宅用

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「送風機」として取り扱
う。

（理由）
　本装置はダクト配管により居室の換気を行うものであることから、「送風機」と
して取り扱うのが妥当と判断する。

（参考図）
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